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住教育の視点からみた住生活の自立と住環境整備
― 家庭・地域の連携による住教育と住宅支援 ―

Independence in terms of Housing and Improvement in Housing 
Environment from the Viewpoint of Housing Education:  

Housing Education and Support through the Collaboration of Families and 
Communities

佐々木　　　唯＊

Yui SASAKI

要旨：子どもの自立と「住居」に関わる住教育の実践とともに、進学・就職・結婚とい
う人生設計に適した住宅の選択を指導することが求められている。児童にとって生きる
力の育成が要請される現状をふまえ、住教育として「経済的自立」「精神的自立」「社会
的自立」の探究、子どもの自立を主題にする問題意識、及び課題解決、質の高い理解に
ついて、検証した。
　経済的自立を目標とする生活保護・就労支援、施設退所児童における精神的自立を目
標とするアフターケア、住生活の自立を目標とする身元保証人確保対策事業や自治体独
自の住宅支援が制度化されつつある。現代の家族は多様化し、住教育においては、「子
どもの自立」に関わる生活空間の管理を通して、家族に代わる地域協働の住生活と自立
支援の可能性が示唆された。

キーワード：住居学，生活の管理，社会的養護，アフターケア，地域協働

1．はじめに

子どもの自立と「住居」に関わる住教育の実践とともに、進学・就職・結婚という人生設計に
適した住宅の選択を指導することが求められている1。現代の家族は多様化し、児童の家庭環境
に対する慎重な配慮が求められ、児童の家庭生活に基づく住教育は難しい状況を考慮して、「理
想の住まい」を題材として、ライフステージに対応した住居について学習し、一人暮らしの生活
管理・技術を習得する効果は高いと考えられる。さらに、児童にとって、生きる力の育成が要請
される現状をふまえ、住教育として「経済的自立」「精神的自立」「社会的自立」の探究、子ども
の自立を主題にする問題意識、及び課題解決を検証することが望まれている。
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例えば、住教育における「経済的自立」との関わりとして、家賃の支出や住宅ローンの面から、
安全・安心な住居の確保を学習することができる。「経済的自立」については、就労による経済
的自立のための支援（就労自立支援）が住居の確保に通じる不可欠な要件であり、生活の基盤が
築かれる。なお、就労自立支援とは、生活保護において主となる支援であり、「精神的自立」「社
会的自立」「身体的自立」を総合したプログラムが展開されなければならない2。社会的養護の対
象者が 46,000 人3 を数えるなか、子育て支援、親子の居場所づくり事業のように、子どもを地域
の中で支えるプラットホームが各所に増え4、地域資源を活用した次世代育成に関するプロジェ
クトが実施されている。プログラムの多様性は地域の強みであり、地域協働による業務拡充・相
互連携の先行事例5 に学び、展開することが新たな課題となる。

これまでの継続研究では、住宅及び住環境の整備を促すため、「自立と子ども」の視点から、
生活管理・技術に関する住教育の題材を収集した。義務教育として、一人暮らしを可能とする技
術習得を想定することの重要性、小・中学校家庭科の住教育として「ステップハウス」を利用し
た体験型実習、地域協働によるその運営が家庭・地域と連携した住環境整備に期待されることを
指摘した。アフターケア施設である自立援助ホームにおいては、入所者の経済的自立が第一目標
となる上に、職員との「関係性の構築」が優先される。自立援助ホームは「義務教育を終了した
児童の共同生活の住居」と定義され、限られた短期間の後は、自らの住まいを借りて独立しなけ
ればならない。しかしながら、実態は、対人関係の構築、経済的自立、基本的生活習慣の確立に
時間を割き、入所者同士の交流や地域との交流に至らないという。

以上の問題意識により、子どもの生活の場における「自立のための空間」を取り上げ、児童福
祉施設の住環境整備に資する知見を得ることを目的として、社会人としての自立生活を図るため
の住教育における課題を検討する。

2．研究方法

2-1　自立支援プログラムとの連携 ― 児童福祉における ― 
子どもの生活の場における「自立のための空間」を整備する上での、関連制度は多岐にわたる。

2004 年の児童福祉法改正は、社会的養護施設における退所児童への支援を義務づけた。これを
受けて、退所児童等に対する相談支援・生活支援、緊急的な経済的支援が児童福祉における支援
事業に位置づけられた。アフターケアの要請を受けて、1997 年に自立援助ホームが制度化され
た背景には、社会的養護関係者が法律や制度に先行して実践を試み続けた支援の実績があり、児
童福祉法はその 7 年後に改正された。そこで、全国の先進事例を取りまとめた資料を収集し、先
進的ケースワークを主な分析対象として、自立支援の問題および解決課題を明らかにする。
2-2　自立のための生活管理 ― 住教育の視点から ― 

生活の自立を培う応用的な知識・技能を習得する6 ため、生活空間の管理と方法に着目して、
学生の知識・技能を把握し、「住教育」の教材として検証する。住生活の学習は、生きる拠点と
しての「住まい」、住宅内・住宅外に存在する「居場所」が、住生活の豊かさにつながる指導と
して展開できる。本年度は、「住居学」受講者7 に、モノの保有と管理についての実態をたずねた。
ライフステージによって変わる住まい、個室のあり方、理想の部屋・住まいを例示し、生活空間
の管理を視点に、住教育の役割、方法、効果を考察した。つぎに、「自立のための住空間」の視
点から、「住まいの選択」を実践する住教育の方法と課題を抽出した。空間を使いこなす生活管
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理に着目して、地域社会を構成する若者が安心できる居場所を得ることを目的として、家庭・地
域の連携による住教育と住環境整備について考察する。
2-3　事例調査の概要 ― 越谷市におけるアフターケアの課題 ― 

自立援助ホームは、義務教育修了した 20 歳未満の児童であって、児童養護施設等を退所し就
職する児童等に対し、自立を図るため相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援を
行う。越谷市の自立援助ホーム（2012 年開設）は、認定 NPO 法人が運営し、個人の住宅を改修
して定員 6 名を収容できる。自立援助ホームは「義務教育を終了した児童の共同生活の住居」で
あり、1〜2 年の後に自らの住宅を探し施設退所（措置解除）しなければならない。

地域との連携が重要であるのは、非常時に備えるリスク・マネジメントとして地域からの孤立
を防ぐためである。自助・公助・共助を軸とし、連携・支援の方策を探るため、埼玉県内・県外
にあるアフターケア施設の動向を把握し（調査期間：2019 年 10 月）、地域への情報発信、退所
者への生活サポート、住生活の自立に向けて必要となる空間的要件、住宅支援の取り組みを通し
て、地域連携に関する課題を明らかにする。

3．家庭・地域の連携による住宅支援

3-1　自立支援の歴史 ― 社会福祉における ―
日本の社会福祉立法において「自立」が記されたのは 1950 年の生活保護法である。生活保護

受給者が目指す「自立」とは、生活保護制度の在り方に関する専門委員会（2004 年）の示した 3
つの指標「日常生活自立」「社会生活自立」「就労自立」が、生活保護の実践活動において重要か
つ参考となる8。広義の「本質的な自立」が取り上げられたのは、総理府社会保障制度審議会

（1995 年）9 であり、「21 世紀には、社会を構成する一人一人がかけがえのない個人として尊重さ
れ、誰もが自立の心の重要性を理解し、それぞれの能力を生かして仕事と家庭を両立させながら、
各人にふさわしい生き方を選択できる社会となることが望まれる」と記された。社会保障の理念
は、「保護・救済」から「自立支援」に重点が転換した。
3-2　児童福祉におけるアフターケア

児童福祉法改正（2004 年）によって、社会的養護施設における退所児童への支援が要請され、
退所児童への支援は義務化されるに至った。各施設は、退所児童等に対する相談支援や生活支援、
緊急的な経済的支援に取り組んでいたのは周知のことである。乳児院や児童心理治療施設、児童
自立支援施設は、18 歳以前に施設退所となるため、家庭復帰や新たな社会的養護施設、里親家
庭に措置変更がされた後も継続支援が行われた。自立援助ホームが 1997 年に制度化されたよう
に、法律や制度に先行して、退所した児童の支援は社会的養護関係者が必要に応じて苦慮し続け
た善意に依存している。

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として運営され、児童福祉法第 6 条の 3 及び児童福
祉法第 33 条の 6 の第 2 種社会福祉事業に位置づけられる。社会人としての自立生活を図るため
相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行うが、ホーム退所後 1 年以内の離
職率が高く、安定した生活の継続が困難であり、就労支援の充実、社会的スキルの獲得に向けた
支援が必要とされる。児童養護施設を退所した児童の多くは就職を選択するため、「就労支援」
は非常に重要な支援である。仕事に就くことを目的とした「就職支援」に加えて、職場への定着
を指向した支援が必要となる。自立援助ホームには、就労定着を専門に行うジョブ・トレーナー
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や自立支援コーディネーターを配置し、ホーム退所後における自立生活の継続に対するアフター
ケアが推進されている。
3-3　自立支援コーディネーター ― 就労支援 ―

アフターケアの問題は都心部に偏重しているといわれ、東京都において児童養護施設や自立援
助ホームの退所者を対象とした調査が実施された（2017 年）。これを参考に、施設退所者の抱え
る問題や課題を紹介する。調査回答者数は 637 名である10。

まず、退所直後に困ることは、「孤独感・孤立感」が多く、その次に「金銭管理」「生活費」で
ある。その他、「職場での人間関係」、「住民票や戸籍の手続き」が回答されている。

さらに、施設退所直後に必要な支援は、「経済的支援」「精神的な支援」が共に半数をしめ、「生
活・仕事・対人関係等の相談支援」が 4 割存在する。

就労支援の一環として「職場での人間関係」の相談対応が求められ、経済的自立のためには、
金銭管理と生活費を得ることだけではないと認識できる。調査結果からは、「身近な相談相手・
相談窓口」の回答は少ないものの、自ら抱え込まずに頼ることが可能な信頼関係の構築、安心で
きる環境の提供につながることが理解できる（表 1）。

東京都内の養護施設に配置されている自立支援コーディネーターの取り組みに、自立支援のた
めのチェックシートがある。自立支援コーディネーター委員会が独自に作成したものであり

（2018）、就労支援のみを目的とするのではなく、「自立」については「他者と関係を形成しながら、
発達段階に沿った課題に取り組むこと」と記されている。
3-4　身元保証人確保対策事業 ― 就職支援 ―

就職に際して、身元保証が必要であるため「身元保証人確保対策事業」が 2007 年度に始まっ
た。退所者は、実親や親族を頼ることができず、多くの場合に施設長が保証人となり善意に依存

表1　自立支援コーディネーターの現状・課題

現状
　児 童福祉法の児童福祉施設の各施設の定義の中で、退所児童等に対する相談その他の援助

について規定。
　退 所児童等アフターケア事業（社会福祉法人、NPO 等へ委託可）による退所児童等に対

する生活及び就労に関する相談支援を実施。（H26.10：20 か所）
　退 所後も引き続き見守り支援等が必要な児童については、児童家庭支援センター等に対す

る指導委託（行政処分）が可能。
　施 設では入所児童の支援が中心であるため、本来行うことになっている退所児童等に対す

る相談支援が必ずしも十分に機能していない。
　退 所児童は全国にいる一方、退所児童等アフターケア事業を実施している事業者は限られ

ている。
　児 童家庭支援センターに対する指導委託に地域差があり、全体としては低調。0〜19 名／年

（H25 全国児童家庭支援センター協議会）
　20 歳以上になると児童福祉での支援が退所児童等アフターケア事業などの生活・就労の

相談支援はあるが、日常の生活支援は手薄になる。
課題
　施設退所児童のアフターケアの充実と都道府県の役割
　施設退所後の見守り支援
　自立の見込みが立たない児童等に対する支援
出典：全国退所児童等支援事業連絡会、2019
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してきた。施設長などが保証人になる場合の負担軽減を図る取り組みとして制度が整った。
利用に際して、期限の制約があるなど万全ではないが、就職後の継続的な関係づくりに活用で

きる制度である。なお、自立援助ホームに入所する大半の児童には戻る家庭がなく、共同生活が
家庭に代わるため、共同生活を前提とする児童にとって、家庭と地域の連携は社会的解決を要す
る。家庭の代替機能を担う地域協働を推進するため、児童福祉の革新的取り組みが社会的養護の
方向性として期待できよう。自立支援のためのアフターケアとしては、児童養護施設が主催する
カフェの開設、研究会、自立支援コーディネーターの配置が実施されている（表 2）。
3-5　住宅支援

先に、東京都による 2017 年調査から、施設退所直後に必要な支援を引用した。児童の自立を
支えるには、「経済的支援」「精神的な支援」が重要であり、加えて「生活（衣食住）の仕方への
支援」が 4 割をしめることに注目したい。
「住環境の自立」と言い換えられる住生活の支援については、施設所員が苦慮する課題であり、

児童は自らの生活スタイルを決定して住居を確保し、生活を実践できることが求められる。さら
に、住宅設備や内装に故障や不便な箇所があれば改善できる力、快適な住環境を作り出していく
力が必要となる。越谷市での住宅支援は、自立援助ホームのインフォーマルな支援であり、加え
て若者の一時入居可能な住宅は未整備であった。そこで、自治体による先進的な取り組み例を以
下に示す。

東京都（足立区）では、区営住宅の単身者向け住宅へ一時入居できる仕組みが 2017 年につく
られた（表 3）。支援対象は、足立区内の児童養護施設等（児童養護施設または自立援助ホーム）
の退所者であり、東京都 23 区初の試みである。

調布市では、「調布市児童養護施設退所者等支援事業費助成金交付（ステップアップホーム事

表2　自立支援の取り組み ― アフターケア・開設 ―

児童養護施設 アフターケア 開設
　二葉むさしが丘学園 オープンカフェ 2015

参加者 学生、地域、市議員ほか
時間 昼（または夜）

　東京家庭学校 専門職の連携
参加者 ケアワーカー、自立支援コーディネーター、

家庭支援専門相談員
　まつば園 自立支援研究会

効果 ケアワーカーの主体性の向上、子どもの強み
に着目するという職員の姿勢や意識の統一

　双葉園 自立支援コーディネーター 2013
就職支援 子ども・保護者のニーズと支援者が考える

ニーズが合致するように支援

表3　単身者向け住宅への一時入居 ― 足立区営住宅 ―

2017 年 2 月 関係機関との調整
2017 年 3 月 平成 29 年第 1 回区議会定例会

「足立区営住宅条例」改正
2017 年 5 月 入居者募集
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業）」を申請して、市内での一人暮らしを実現した。本事業は、児童養護施設を運営する法人が
調布市内の住居賃貸借契約を結び、その住居を卒退園生等に貸し、調布市が家賃助成金を行う制
度である。自己負担金は、初期費用及び家賃 1 万〜2 万円となる。

4．自立のための住生活と空間 ― 生活空間の管理にもとづく ― 

教職課程の「住居学」を学ぶ学生を対象として、モノの保有と管理、安心できる居場所、理想
の住まい、自立のための住空間に対する意識をたずね、「住まいの役割」を検証する。住生活の
管理は、「住まいの管理」「住み方の管理」「集まって住む共同管理」の 3 つに大別でき、生活空
間の管理、生活財の管理、室内環境の管理は「住み方の管理」に位置付けられる11。
4-1　住まいの履歴 ― 住宅形式 ―

学生が理想とする住まいは、住まいの履歴に影響されることから、住宅形式に関する住まいの
履歴を学生にたずねた。立地と住宅形式は、関東（埼玉、千葉、茨城、東京、群馬）の「一戸建」
が主であり、大学進学を機に埼玉へ引っ越した学生を含めて「共同住宅」は数例である。受講生
の中で、一人暮らしの経験がある者は少数であり12、アパート、ホームステイが一人暮らしの初
めとなる。中には、家賃と生活費をアルバイト代から支払う学生が存在する。

大学進学が一人暮らしのきっかけとなり、ようやく住居に関心を持つ現状を踏まえ、「住居学」
の受講者に、住まいに関する知識の中で、高校までの学習内容や知っている用語をたずねた。間
取りの種類を表す LDK（リビング・ダイニング・キッチン）、シェアハウス、ゲストハウスと
いった、若者の住まいとして注目されている住み方について知識のある学生も少なくない。
4-2　生活空間の管理 ― 模様替え・片付け ―

季節ごとに衣服を変える「衣替え」のように、インテリアを変える「部屋の模様替え」は、年
間を通した生活の変化に合わせ、主体性をもって生活に向き合う基礎的習慣を培う。そこで、生
活空間の管理について、家庭でのしつけや習慣を学生に質問した。生活空間の管理として、衣替
えと整理・収納（衣生活）、インテリアと室内環境の調整（住生活）が実践され、家庭でのしつ
けや日常生活での実践が積み重ねられている（表 4）。例えば、「机に物はあまり置かない方がキ
レイに見えるよ」「食べ終わったら台所にお皿を下げる」「いすやソファーに物をおかない」とい
う家庭での声かけが、生活のしつけとして効いている。大学生が生活技術を備えているのは、家
庭や学校での教育的効果によることが指摘できる。
4-3　大学生の自立に対する意識 ― 生活財の保有に着目して ―

教員を志望する学生にとって、「自立」とは何かを題材に、生活の管理について議論した。人
生設計は、「住まいの選択」を題材として指導案を作成できることから、ライフステージに対応
した住まいの選択とともに、ワーク・ライフ・バランスや出産・育児の問題に取り組み、解決す
るための住み方を考察し、理解の質を高めることができる。さらに、自己表現として充実した生
活を実現するインテリア（生活財）を整えるため、就労して経済力をもつ必要があることが理解
できる。インテリア・コーディネートや住まいを得ることは「自立のための住教育」として位置
づけることができ、段階的に実践力を養うことにつながるからである。

生活財の保有について、生活の管理に着目して、学生の生活スタイルに個別性があることをた
ずねた。質問の導入は、「靴下は何足あるか」に始まり、衣類（スカート、ズボン、アウターほか）、
装飾品（鞄、靴、アクセサリーほか）、本、趣味の品を質問した（表 4）。モノの収納は、最も困
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るのが「衣類」「本」であることを、調査事例のデータに基づき示し、住まいとモノの関係、モ
ノの保有と整理・整頓について、住生活の視点から、学び実践できるテーマである。
「生活空間の管理」に着目した講義を受けた学生は、「経済的自立」「精神的自立」「生活的自立」

が自立の重要な柱になるとの考えを導くほか（表 5）、「身体的自立」「社会的自立」「自主的自立」
「知恵的自立」のように、多様な自立について考察していた。
4-4　一人暮らしの住空間 ― 住宅・収納に着目して ―

青年期の自立を検証する題材として、「理想の住まい」「一人暮らしの住まい」を題材に、住宅
の「間取り」のほか、「方位」と間取りの関係、「住宅設備」について解説し、学生に住宅・設備・
家電製品の希望をたずねた。

住宅の規模について、間取りは「1LDK」、「8 畳程度に寝具を収納できる住まい」、「防犯に配
慮した住宅」や各種住宅設備に対する希望が指摘された。「家電製品」については、自炊のため

表4　生活空間の管理 — 生活財の保有・整理整頓 —

1．モノの保有・管理 2．収納・整理整頓
衣生活 衣類 靴下 20 20 15 10 10 8

夏服と冬服を入れ替える
余り着ないものは奥にしまい、
良く着るものは手前にしまう
洋服はくしゃくしゃにしない、
全てハンガーかけ、衣替えなし
タンス：夏→秋は、厚地の服を
奥にして薄い長そでや羽織もの
を手前に入れる。気温が低く
なってきたら厚地の服を手前に
移動させる
衣替えはする、制服の衣替え

スカート 15 20 12 6 3 60
ワンピース 10 6 20
ボトム・ズボン 20 15 12 10 8 8 10
トップス 30 50 25 40 10
アウター 10 10 3 15 2
コート 5 5 8 4 5

ほか 靴 7 10 10 6 8 5 10
イヤリング 10 15 15 8 10 10 2
リング 10 3 15 1 2
めがね 2 2 2 6
帽子 1 2

住生活 本 30 6 4 45 1500 5
子どもの時の絵本がたくさんある
準備は夜やる
いすやソファーにものを置かない
今日使った物は今日のうちに片
付ける

（絵本） （1） （40） （150）
漫画 75
鞄 12 17 6 3 3 3 7
リュック 3 2 2 3
ぬいぐるみ 5 12 5

単位：n

表5　自立の柱

精神的自立 将来の目標を自分で決める
自分で判断して行動する

経済的自立 自分の収入で生きていけること
生活的自立 身の回りの処理や必要な手続き、移動な

どを自力で出来ること

食事面や衣服の管理、部屋の掃除や物の
整頓など快適な生活を送るための自立
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の家電のほか、住まい選びの際に Wi-Fi 環境やインターネット設備が重視され、住宅設備・サー
ビス機能は、利便性の高さが強く求められている。
4-5　住教育の新たな課題 ― 小学校・中学校における ―

新学習要領の改訂は、「子ども達の理解の質を高める」ことを意図し、よりよい生活の実現の
ために重要となる能力とは①現状の生活の中から問題点を発見、②課題を設定して解決のために
様々な方法を考え、③実践を評価・改善し、④考えを表現する力である11 と記す。

現代の家族は多様化し、児童の家庭環境に対する配慮を要するため、家庭生活を事例にした住
教育は難しく、理解の質は個別化に対応しなければならない。児童の家庭環境は「家族」を前提
に展開できなくなっているのが「家庭科」教育であり、もはや、児童の経験している「家庭生活」
は一様ではなく、「子どもの自立」を目指した理解の質が慎重に扱わなければならない。

従来、将来住みたいと考える「理想の住まい」を題材として、ライフステージに対応した住宅
を学習し、進学・就職・結婚という人生設計と住宅の選択が指導されてきた。しかし、「結婚」
はしなくてもいいと考える学生の潜在的意識が存在し、「進学」あるいは「結婚」をライフステー
ジの前提にした住教育は難しくなりつつあることが、指導と実践によって明らかになった。

住居に関する知識として、シェアハウスやゲストハウス、個人が集まって住むコレクティブハ
ウスを教材に、自立と住まいに関わる理解を高めることが重要となる。

5．地域協働による住環境整備

児童にとって「生きる力」の育成が要請される現状をふまえ、住教育として「経済的自立」「精
神的自立」「社会的自立」の探究、子どもの自立を主題にする問題意識、及び課題解決を検証した。
子どもの自立と「住居」に関わる住教育の実践とともに、進学・就職・結婚という人生設計に適
した住宅の選択を指導することが求められている。加えて、現代の家族は多様化していることか
ら、住教育においては、「子どもの自立」に関わる生活空間の管理を通して、家族に代わる地域
協働の住生活と自立支援の可能性が示唆された。

生活保護における「経済的自立」を目標とする就労支援、施設退所児童における「精神的自立」
を目標とするアフターケア、「住生活の自立」を目標とする身元保証人確保対策事業や自治体独
自の住宅支援が着手されている。自立支援は、地域のインフォーマルな支援にとどまらず、自治
体の居住福祉として展開され、若年者の住環境整備が早急に推進されることが望ましい。
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